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昭
和
四
十
三
年
度
、
四
十
四
年
度
の
二
箇
年
の
予
算
定
員
を
み
る
と
、
国
民
に
と
つ
て
必
要
な
部
門
で
働
く
国

家
公
務
員
労
働
者
が
大
幅
に
縮
小
さ
れ
、
治
安
部
門
が
全
面
的
に
強
化
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
み
る
な
ら
ば
、

こ
の
二
年
間
で
削
減
さ
れ
た
行
一
職
は
約
四
千
百
名
、
行
二
職
は
約
四
千
九
百
名
で
あ
り
、
増
員
の
面
で
は
、
行

一
職
約
二
千
七
百
名
、
行
二
職
は
わ
ず
か
五
十
三
名
で
あ
る
。
行
二
職
の
膨
大
な
削
減
は
、
公
共
事
業
の
第
一
線

で
働
く
現
場
職
員
、
大
学
及
び
病
院
関
係
の
技
能
労
務
職
員
が
約
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
し
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
、
建
設
現
場
工
事
の
下
請
化
、
病
院
に
お
け
る
給
食
、
洗
た
く
、
清
掃
な
ど
の
下
請
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。 

行
政
機
関
政
府
職
員
の
定
員
に
関
し
、
本
院
に
お
け
る
審
議
に
か
か
わ
ら
ず
、
今
後
の
行
政
組
織
の
変
化
、
及

び
こ
れ
と
関
連
し
た
国
家
公
務
員
の
身
分
保
障
の
問
題
に
つ
い
て
、
な
お
不
明
確
な
点
が
あ
る
の
で
次
の
点
に
つ

い
て
質
問
す
る
。 
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ま
た
、
大
学
の
教
育
職
、
医
療
職
で
は
若
干
の
増
員
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
い
ず
れ
も
国
民
の
要
求
か
ら
み
て
問

題
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
大
学
の
教
官
一
人
当
た
り
の
学
生
数
は
、
昭
和
二
十
九
年
五
月
一
日

当
時
の
六
・
五
人
か
ら
昭
和
四
十
三
年
四
月
一
日
現
在
、
八
・
二
人
に
増
加
し
、
相
対
的
に
は
教
官
の
数
が
減
つ

て
い
る
。
一
方
、
自
衛
官
は
、
こ
の
二
年
間
で
六
千
八
百
七
十
二
名
の
増
員
、
警
察
・
公
安
官
等
で
二
百
八
十
名

の
増
員
、
加
う
る
に
地
方
警
察
は
、
昭
和
四
十
四
年
度
だ
け
で
も
五
千
名
を
増
員
し
て
い
る
。
ま
た
、
裁
判
官
、

検
察
官
、
税
務
職
、
指
定
職
な
ど
は
、
約
四
百
六
十
三
名
の
増
員
に
な
つ
て
い
る
。 

以
上
を
み
て
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
二
年
間
に
政
府
が
、
い
わ
ゆ
る
五
パ
ー
セ
ン
ト
削
減
を
め
ざ
し
て

行
な
つ
た
定
員
の
削
減
と
再
配
分
は
、
治
安
機
関
の
定
員
を
ふ
や
し
、
徴
税
機
関
を
強
化
し
、
高
級
官
僚
を
増
員 

行
一
職
の
削
減
に
つ
い
て
み
る
と
、
農
林
省
と
労
働
省
で
行
な
つ
た
削
減
が
、
全
体
の
約
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
し

め
て
い
る
。
農
林
省
は
食
糧
庁
、
統
計
事
務
所
の
減
員
が
主
で
あ
り
、
労
働
省
は
、
職
業
安
定
官
署
お
よ
び
労
働

保
護
官
署
が
主
で
あ
る
。 
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以
上
の
点
か
ら
み
て
も
、
今
回
、
提
案
さ
れ
て
い
る
行
政
機
関
の
職
員
の
定
員
に
関
す
る
法
律
の
改
正
は
、
国

の
行
政
組
織
と
、
国
家
公
務
員
労
働
者
の
身
分
保
障
に
関
し
、
重
大
な
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。 

さ
ら
に
政
府
は
、
今
後
、
行
政
機
構
の
改
革
で
、
労
働
省
で
は
失
業
保
険
、
労
災
保
険
事
務
の
整
理
統
合
、
婦

人
少
年
室
の
廃
止
、
厚
生
省
で
は
国
民
年
金
、
厚
生
年
金
、
健
康
保
険
等
の
事
務
を
と
り
扱
つ
て
い
る
社
会
保
険

庁
の
公
社
化
、
農
林
省
で
は
統
計
調
査
事
務
所
の
廃
止
と
、
食
糧
管
理
制
度
の
改
悪
に
と
も
な
う
食
糧
事
務
所
の

縮
小
、
そ
の
他
、
関
係
各
省
に
あ
る
検
査
、
検
定
機
関
の
民
間
移
譲
、
研
究
機
関
の
筑
波
移
転
に
よ
る
統
廃
合
、

各
省
に
お
け
る
コ
ン
ピ
ユ
ー
タ
ー
の
全
面
的
利
用
等
検
討
さ
れ
て
お
り
、
国
民
に
必
要
な
行
政
部
門
を
い
つ
そ 

う
「
合
理
化
」
縮
小
し
、
一
方
で
は
、
日
米
軍
事
同
盟
の
強
化
に
よ
る
自
衛
隊
の
増
強
、
七
十
年
治
安
対
策
と
称
す

る
治
安
機
構
の
強
化
な
ど
、
反
動
的
国
家
行
政
組
織
の
再
編
強
化
を
行
な
お
う
と
し
て
い
る
。 

し
な
が
ら
国
民
に
と
つ
て
必
要
な
行
政
部
門
を
大
幅
に
切
り
す
て
て
行
な
つ
た
も
の
で
あ
る
。 

し
た
が
つ
て
私
は
、
次
の
点
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
も
と
め
る
。 
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一 
行
政
機
関
政
府
職
員
の
総
定
員
の
最
高
限
度
を
法
律
で
き
め
て
、
そ
の
範
囲
内
で
あ
れ
ば
、
国
会
の
議
決
を

経
ず
に
政
令
で
各
省
の
定
員
を
増
減
で
き
る
こ
と
に
な
る
。 

二 

国
家
公
務
員
労
働
者
の
身
分
保
障
に
つ
い
て 

行
政
機
関
の
規
模
は
機
構
と
職
員
の
定
員
に
よ
つ
て
規
制
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
国
の
行
政
組
織
は
、
国
民

の
要
求
す
る
行
政
需
要
に
応
え
る
た
め
、
ど
の
よ
う
な
機
構
で
、
ど
の
よ
う
な
人
員
の
配
置
で
こ
れ
に
応
え
る

か
、
政
策
と
関
連
し
て
き
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
行
政
機
関
の
基
幹
と
な
る
定
員
に
つ
い
て
は
、
当
然
、

国
会
に
お
い
て
審
議
を
つ
く
し
、
各
省
ご
と
に
法
律
で
規
制
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

政
府
は
、
予
算
の
審
議
は
、
定
員
の
配
置
を
ふ
く
め
て
審
議
さ
れ
、
国
会
で
議
決
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
面
で

国
会
の
規
制
を
う
け
る
と
い
つ
て
い
る
が
、
年
度
途
中
、
政
令
に
よ
つ
て
定
員
の
変
更
を
行
な
つ
て
も
、
総
定

員
の
最
高
限
度
を
超
え
な
い
限
り
、
法
律
的
な
規
制
は
う
け
な
い
こ
と
に
な
る
。 

こ
れ
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
を
も
と
め
る
。 
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3 

も
し
、
1
及
び

2
の
場
合
、
い
ず
れ
も
国
家
公
務
員
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
分
限

免
職
が
適
用
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
現
在
、
争
議
権
も
、
団
交
権
も
奪
わ
れ
て
い
る
国
家
公
務
員
の
身
分
保
障

は
、
総
定
員
の
最
高
限
度
の
範
囲
内
で
あ
れ
ば
、
な
ん
ら
法
律
的
に
規
制
を
う
け
ず
に
政
令
に
よ
る
一
方
的

な
定
員
削
減
に
よ
つ
て
、
も
つ
と
も
基
本
的
な
生
存
権
さ
え
も
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

2 

政
策
の
変
更
に
よ
つ
て
、
定
員
が
削
減
に
な
る
省
が
生
ず
る
こ
と
も
あ
り
う
る
が
、
政
令
に
よ
る
各
省
定

員
の
合
計
数
の
変
更
が
な
い
場
合
、
定
員
が
削
減
さ
れ
る
省
に
お
い
て
、
国
家
公
務
員
法
第
七
十
八
条
第
一

項
第
四
号
に
よ
る
分
限
免
職
を
行
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
が
ど
う
か
。 

1 
行
政
機
関
政
府
職
員
の
総
定
員
の
最
高
限
度
、
五
十
万
六
千
五
百
七
十
一
名
の
範
囲
内
で
、
政
令
に
よ
る

各
省
定
員
の
合
計
数
を
削
減
し
た
場
合
、
国
家
公
務
員
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
分
限

免
職
が
法
制
的
に
適
用
で
き
る
の
か
。 

こ
の
点
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
を
も
と
め
る
。 
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八 

右
質
問
す
る
。 


